
入札説明書 

この入札説明書は、令和４年８月１７日告示第４５号により公告した村有林立木売払一

般競争入札（以下「入札」という。）に関する説明書である。 

 

この入札を次のとおり実施する。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）契約の目的の名称及び件数 

村有林立木の売払い １物件 

（２）入札物件明細 

別紙②「入札物件明細書」のとおり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）第 167条の４の

規定に該当しない者であること。 

（２）税金を滞納していない者であること。 

（３）素材生産業、木材製造業（木材チップ製造業を含む）又は木材卸売業を営んでいる者

であること。 

(４) 北海道内に本店、支店、営業所を有すること。 

なお、支店、営業所とは、常設の事務所を有し、会社名を示す看板が当該支店、事務

所の入口等に設置され、職員が勤務し、机、いす、電話などの必要な備品類が備え付け

られるなど、村との契約履行が可能な機能を有すること。 

（５）暴力団関係事業者等であることにより、村が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。 

 

３ 入札参加申込の受付期間及び受付場所 

入札参加希望者が提出する書類は別紙①「提出書類一覧」のとおり。 

（１）受付期間：令和４年８月１７日（水）から令和４年８月３１日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）受付場所：０８９－１３９２ 

北海道河西郡中札内村東１条南１丁目２番地１ 

中札内村役場総務課総務グループ 

※不明な点については、下記まで照会すること。 

        ・入札について：総務課総務グループ ０１５５－６７－２３１１ 

 ・売払い物件について：産業課産業グループ ０１５５－６７－２４９５ 



（３）その他 

受付期限以降における申請書の差し替え及び再提出は認めない。 

 

４ 契約条項を示す場所 

北海道河西郡中札内村東１条南１丁目２番地１ 中札内村役場総務課総務グループ 

 

５ 現場説明 

（１）日時 

令和４年８月２９日（月）午前１０時００分 

（２）集合場所 

北海道河西郡中札内村東１条南１丁目２番地１ 中札内村役場産業課産業グループ窓口 

（３）その他 

入札参加者は、令和４年８月２６日（金）までに現場説明への出席の有無を中札内村役場

産業課産業グループ、電話 0155-67-2495に連絡すること。 

 

６ 物件明細並びに物件売払位置図及び物件売払平面図等に関する事項 

（１）別紙②「入札物件明細」並びに別紙③「入札物件位置図」及び別紙④「入札物件平面

図」等は中札内村役場総務課総務グループで直接配布を受けるか、中札内村役場ホーム

ページからダウンロードすることができる。 

（２）入札物件明細等に関する問い合わせ先 

北海道河西郡中札内村東１条南１丁目２番地１ 中札内村役場産業課産業グループ 

電話 0155-67-2495 

 

７ 入札執行の場所及び日時 

（１）入札場所 

  北海道河西郡中札内村東１条南１丁目２番地１ 中札内村役場 会議室１ 

（２）入札日時 

令和４年９月２日（金）午前１０時００分 

 

８ 郵便等又は電報による入札 

（１）郵便等による入札は認めない。 

（２）電報による入札は認めない。 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

入札に参加する者は、入札開始前に入札保証金として入札予定額の１００分の１０以 



 上の現金または銀行保証小切手を納入しなければならない。この入札保証金は、落札し 

 なかった者には即時返還し、落札した者の入札保証金は、契約保証金の納付後に返還する。 

ただし、落札した者の申し出により契約保証金に充当することができる。 

  なお、次の場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

(ア)村を被保険者とする入札保証証券を提出したとき。 

(イ)過去 2 年間に国又は都道府県若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したことを証する

書類を提出したとき。 

（２）契約保証金 

  契約時には、契約保証金の 100分の 10に相当する額以上の保証金を納入しなければな

らない。 

  納入した契約保証金は売買代金の完納後に返還する。ただし、落札者の申し出により売

買代金に充当することができる。 

  また、落札者において、落札物件の売買に関して法律等の規定により、許可等を要す 

 る場合においては、その許可等の承認があったときに契約は有効となる。 

  なお、次の場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

(ア)落札者が村を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。 

(イ)物品の売払い契約で、売払い代金が即納されるとき。 

 

１０ 入札書記載金額 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100分 10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の 110分 100に相当する金額を入札書に記載する。 

 

１１ 物件の引渡時期及び場所 

売買物件は代金の完納と同時に引渡しを行うものとする。 

 

１２ 落札者の決定方法 

村財務規則第 108 条第１項の規定に定めた予定価格以上で最高の価格をもって入札（有

効な入札に限る）したものを落札者とする。 

 

１３ 落札者と契約を行わない場合 

落札者が暴力団関係事業者等であることにより村が行う公共事業等から除外する措置を

講じることとされた場合は、当該落札者と契約の締結を行わない。 

 



１４ 契約の締結等 

 落札者は落札後、令和４年９月９日までに契約を締結しないとき、また、入札参加資格を 

証する書類（別紙①「提出書類一覧」のとおり）を提出しないときは、落札決定は無効とな 

り、入札保証金は村に帰属することになる。 

 

１５ 代金の納入 

代金は中札内村長が発行する納入通知票により、令和４年９月３０日までに所定の金額

(契約保証金を売買代金の一部に充当する場合は、売買代金から契約保証金を除く金額)を

納入すること。なお、当該金額の納付は一括払いとする。 

 

１６ 伐採搬出期限 

 売買物件の伐採・集積・搬出期限は令和４年１０月２１日までとする。ただし、中札内村、

落札者双方のいずれかにやむを得ない事情が発生し、中札内村または落札者が承諾した場

合は令和５年３月３１日まで延長することが出来るものとする。また、期限後の残存物件は

中札内村に帰属するものとする。 

 

１７ その他 

（１）開札の時において、２の規定する資格を有しない者の行った入札、この入札説明書に

定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（２）入札に参加する者は、競争入札心得、売買契約書（案）及びその他関係法令の規定を

承知すること。 

（３）この入札は、公開する。 

（４）初度の入札において、物件毎の応札者が１人の場合であっても、入札は執行する。 

 

 

 


